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（１）入居者の合意形成 

一般的に建替事業や個別改善事業を行うと、家賃が上昇します。建替事業においては、傾斜家賃

等の制度もあることから、入居者アンケートや説明会などを通じて、居住性の向上と家賃の関係など

について、十分に説明を行い、合意形成を図る必要があります。 

また、工事の実施に伴う騒音等の発生や個別改善事業における住戸内への立ち入りなど、入居者

の生活に影響を与える場面も想定されることから、工事スケジュールの調整や短期で済む工法の採用

など、入居者の負担軽減に配慮する必要があります。 

 

（２）一時的な町営住宅需要への対応 

本計画期間末における町営住宅の目標管理戸数を設定していますが、用途廃止や建替事業の実施

途中において、目標管理戸数が確保できない場合や仮移転住宅が不足する場合なども想定されます。

このような一時的な町営住宅需要に対応できない場合は、空き家となっている既存民間住宅の活用な

どの対策を検討する必要があります。 

 

（３）用途廃止後の町営住宅敷地の活用 

需要や高度利用の可能性が低い等の理由により、「用途廃止」と判断された町営住宅の敷地につ

いては、公園や駐車場など公共用地としての活用法を検討し、活用の見込みがない場合は売却も視野

に検討する必要があります。 

 

（４）リモートワークやワーケーションなどの新たな生活様式への対応 

本町の豊かな自然・気候風土・文化などに加え近年の ICT（情報通信技術）等の進展等を背景に、

リモートワークやワーケーション※1 などの「新たな生活様式」に対応した住宅整備や、医療・福祉

などのエッセンシャルワーカー※2 の短期就業時の住宅などにも活用できる定住促進住宅の整備を図

ることにより、人口定住と地域活性化につなげていくことも考えられます。 

 
※１ リモートワーク：オフィスに出社せず、自宅など会社などから離れた場所・遠隔地などで仕事をする働き方。 

ワーケーション：Work(仕事)と Vacation(休暇)を組み合わせた造語。テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園等、普段の職

場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うこと。 
※2 エッセンシャルワーカー（essential worker）：社会機能を維持するために必要な事業に従事する者。例えば、生活の根幹を支える医療や

福祉、保育や第一次産業、行政や物流、小売業やライフラインなどで働く人々。 

 

  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料編 
  



 

 

  



参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用      

資-1 

参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用 

 



参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用       

資-2 



参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用      

資-3 



参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用       

資-4 



参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用      

資-5 

 



参考資料１ 町営住宅入居者アンケート調査票 一般用       

資-6 

 



参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用      

資-7 

参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用 



参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用       

資-8 



参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用      

資-9 



参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用       

資-10 



参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用      

資-11 

 



参考資料２ 町営住宅入居者アンケート調査票 改善用       

資-12 

  



参考資料３ 判定指標の解説      

資-13 

参考資料３ 判定指標の解説 
 

※１ 耐用年限経過（公営住宅法施行令） 

（公営住宅等の処分） 

第十二条  事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用

年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当とな

り、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全

上適当であると認められるときは、法第四十四条第一項 の規定により、当該住宅（その敷地を含む。）

を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目

的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によ

りその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡

の価額を定めることができる。 

よって、本計画では、耐用年限を経過しているか否かで判断する。 

 

 

 

  

  

※2 空き家率 

全国の賃貸住宅の平均空き家率（18.5％ 平成 30 年住宅・土地統計調査）を参考に、20％と設定

した。よって、本計画では、空き家率が 20％以上か未満かで判断する。 

 
※3 災害危険性の有無 

瀬戸内町発行のハザードマップをもとに、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊、土石流）及び津

波浸水想定区域をもとに、当該団地の住棟が区域に該当するかどうかを調査する。なお、土砂災害

警戒区域について、図面精度の関係から住棟が当該区域内に存するか判断に迷う場合は、鹿児島県

ＨＰ上に掲載されている「土砂災害警戒区域等マップ」を参考とする。 

よって、土砂災害警戒区域についてはレッドゾーン（特別警戒区域）又はイエローゾーンに属す

るか否かで判断し、津波浸水想定区域については標高５ｍ未満の区域に属するか否かで判断する。  

 

土砂災害警戒区域等マップ：http://sabomap.pref.kagoshima.jp/kagoshima/ 

 

※4 法定建替の市街地要件 

公営住宅法第 36 条第１号要件（市街地要件） 

法第 36 条第１号においては、公営住宅建替事業の施行要件の一つとして、「公営住宅建替事業に

より除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の

一団の土地に集団的に存していること。」と規定されている。 

よって、本計画では、その一団の土地の敷地面積が 0.1ha を満たすか否かで判断する。 

  

住宅 耐用年限 

耐火構造の住宅 70 年 

準耐火構造の住宅 45 年 

木造の住宅 30 年 
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※6 改善内容、実施時期 

公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱（令和４年４月１日国住備第 427 号）によると、「個

別改善事業を施行した公営住宅等が、耐力、耐火性能、耐用年数等を勘案して、当該事業実施後、

概ね 10 年間（ただし、家賃対策を実施する耐震改修実施住宅の場合は、概ね 15 年間、第５第１

項第二号に係る費用を対象とする場合（耐震改修工事又は屋上若しくは外壁の改修工事を主とする

場合を除く。）は、概ね 20 年間）、使用が可能なものであること。ただし、住宅用防災機器又は

地上波デジタル放送対応設備の設置についてはこの限りではない。」とされており、この期間を超

えない範囲では改善事業は実施できないことに留意する必要がある。 

よって、本計画では、交付金を受けて改善事業を実施した時期が 10年未満か以上かで判断する。 

 

※7 新耐震基準の適合 

昭和 56 年に建築基準法（施行令）の構造基準が改正され、これを新耐震基準といい、昭和 56 年

６月１日以降に建築確認を受けた建物は全て新耐震基準が適用されている。ただし、同年５月 31日

以前に建築確認を受けた建物でも、着工が６月１日以降の場合は規定により原則として新耐震基準

が適用されることになる。 

よって、本計画では、データの制約上、安全側でみることとし、中層耐火造の住棟の建設年度が

昭和 57 年以降・56年以前で新耐震基準の適合を判断する。 

 

※8 ２方向避難の確保 

町営住宅のうち、同一階の床面積が 200 ㎡を超える２階建て以上の共同住宅を対象とする。 

よって、中層耐火造の住棟について、住棟平面図や写真等から２方向避難の確保の有無を判断す

る。 

 

※9 住戸専用面積（３人世帯の最低居住面積水準） 

最低居住面積水準は、住生活基本計画（全国計画）及び鹿児島県計画において定められているも

ので、世帯人数に応じ健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水

準をいい、その面積を下表のとおり定めている。現入居者は単身や夫婦のみなど１～２人の世帯の

割合が高いが、今後のコミュニティバランスを考慮して、町営住宅の平均をファミリー世帯の３人

に設定することが望ましいと考えられる。 

よって、本計画では、３人世帯の最低居住面積水準（40 ㎡）を満たすか否かで判断する。 
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住宅の状況 １次判定（立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針）
構造階数・建設年度 改善履歴（10年未満） 需要 効率性 立地 特記事項 特記事項

構造
階数

建設
年度

建設年度
耐用年限の
経過状況

築後20年
以上の経
過状況

実施
年度

改善内容 空き家率

法定

建替
要件の

適合性

インフラ 土砂災害 津波浸水 判定結果
新耐震
基準

２方向
避難

改善の可能性

居住水準

（住戸面積
40㎡の確

保）

高齢化
対応

設備水準

（浴室設
備）

設備水準
（給湯）

設備水準

（トイレの
水洗化）

改善の必要性 判定結果 事業手法の仮設定 判定結果 その他政策的判断　等

木造

簡平

簡２
中耐

高耐

（和暦） （西暦）

×：耐用年限

　超過
△：上記以外

　耐用年限

１／２経過
○：上記以外

〇：未経過

×：経過
（和暦）

〇：20％未
満

×：20％以

上

○：0.1ha
　以上

×：0.1ha

　未満

〇：土地区

画整理事業
等の都市基

盤整備済み

×：上記以
外

〇：指定無

△：イエロー
×：レッド

〇：指定無

△：5ｍ未満
×：5ｍ以上

・継続管理

・継続管理につい
て判断留保

〇：56年以

降建設又
は耐震性

あり

×：耐震性
なし

－：判定対
象外

△未確認

○：問題
　なし

×：問題

　あり

・優先的な対応が

必要（改善可能）

・優先的な対応が
必要（改善不可能）

・非該当

○：40㎡
　以上

×：40㎡

　未満

○：平成

3年以降
×：なし

○：浴室・

浴槽あり
△：浴槽

なし

×：浴室
なし

○：給湯
設備

あり

×：なし

○：水洗

×：汲取り

・改善不要

・改善が必要
・優先的な対応が

必要（改善可能）

・優先的な対応が
必要（改善不可能）

維持管理する団地

　・維持管理

　・改善

　・建替

　・優先的な改善

　・優先的な建替

当面管理する団地

　・当面維持管理

　・用途廃止

　・改善し当面維持管理

　・優先的に完全し当面

　　維持管理

　・優先的な用途廃止

建替事業量や将来のストック量

を踏まえた事業手法の仮設定

・建替
・用途廃止

・維持管理

・個別改善

集約・再編の可能性、事業費・事業

実施時期等の検討

 古仁屋中心部 高丘 16-21 2 6 39.78㎡ 簡２ S46 1971 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

22-26 2 5 39.78㎡ 簡２ S46 1971 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

27-30 2 4 39.78㎡ 簡２ S46 1971 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

1-3 2 3 44.10㎡ 簡２ S48 1973 × × △ 〇 － ○ 非該当 ○ × △ × × 改善が必要 建替 建替

4-8 2 5 44.10㎡ 簡２ S48 1973 × × △ 〇 － ○ 非該当 ○ × △ × × 改善が必要 建替 建替

9-15 2 7 44.10㎡ 簡２ S48 1973 × × △ 〇 － ○ 非該当 ○ × △ × × 改善が必要 建替 建替

中耐４ 4 24 47.35㎡ 中耐 S47 1972 △ × Ｒ３ 防水改修 〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善
居住性向上型（浄化槽改修、外壁

改修）、安全性確保型（耐震診断）

ろ－１ 5 35 71.55㎡ 中耐 S55 1980 △ × H27 外壁・防水 〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

ろ－２ 3 6 72.78㎡ 中耐 S55 1980 △ × H27 外壁・防水 〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

ろ－３ 4 24 74.41㎡ 中耐 S56 1981 △ × H28 外壁・防水 〇 △ 〇 － ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

ろ－４ 4 16 74.41㎡ 中耐 S56 1981 △ × H28 外壁・防水 〇 △ 〇 － ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

ろ－５ 5 30 72.28㎡ 中耐 S57 1982 △ × H29 外壁・防水 〇 × 〇 － ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

ろ－６ 5 25
56.48㎡
75.18㎡

中耐 S60 1985 △ × Ｒ２ 外壁・防水 〇 × 〇 － ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

古仁屋中心部 宮前 1-4 2 4 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

5-8 2 4 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

9-12 2 4 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

13-16 2 4 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

17-20 2 4 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

21-26 2 6 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

27-31 2 5 39.59㎡ 簡２ S41 1966 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

32-37 2 6 39.59㎡ 簡２ S42 1967 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

38-42 2 5 39.59㎡ 簡２ S42 1967 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

43-47 2 5 39.59㎡ 簡２ S42 1967 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

48-52 2 5 39.59㎡ 簡２ S42 1967 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

53-57 2 5 39.59㎡ 簡２ S42 1967 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

58-60 2 3 39.59㎡ 簡２ S42 1967 × × △ 〇 － ○ 非該当 × × △ × × 改善が必要 建替 建替

古仁屋中心部 古仁屋 Ａ棟 4 24 40.62㎡ 中耐 S44 1969 △ × Ｈ24
外壁改修
屋上防水改修

外部設備改修

〇 × 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

Ｂ棟 4 24 40.62㎡ 中耐 S44 1969 △ × Ｈ24
外壁改修

屋上防水改修
〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

古仁屋中心部 船津 １号棟 5 10 75.82㎡ 中耐 S58 1983 △ × Ｈ３０ 外壁・防水改修 〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善 個別改善

２号棟 5 21
75.44㎡
44.68㎡

中耐 S58 1983 △ × Ｈ３０ 外壁・防水改修 〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善 個別改善

古仁屋中心部
コーラルタウン

船津
１号棟 5 20

54.45㎡
77.70㎡

中耐 H18 2006 ○ 〇 〇 ○ ○ 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理 維持管理

２号棟 6 24
54.45㎡

60.68㎡
高耐 H19 2007 ○ 〇 〇 ○ ○ 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理 維持管理

古仁屋中心部 瀬久井 Ｃ棟 5 30 55.72㎡ 中耐 S50 1975 △ × Ｈ25

外壁改修

屋上防水改修
浄化槽改修

〇 × 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善 安全性確保型（耐震診断）

Ｄ棟 5 20 58.70㎡ 中耐 S51 1976 △ ×

Ｈ23

Ｈ24

浄化槽改修

外壁改修
屋上防水改修

〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善

長寿命化型（給水管改修）、居住性

向上型（増圧給水ポンプ改修）、安
全性確保型（耐震診断）

Ｅ棟 5 30 63.00㎡ 中耐 S52 1977 △ × Ｈ24
浄化槽改修
外壁改修

屋上防水改修

〇 △ 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善 安全性確保型（耐震診断）

古仁屋中心部 瀬久井原 Ｆ棟 5 40 59.47㎡ 中耐 S52 1977 △ × Ｈ23
外壁改修

屋上防水改修
〇 △ 〇

継続管理について

判断留保
△ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善 個別改善

居住性向上型（浄化槽改修）、居住

性向上型（増圧給水ポンプ改修）、
安全性確保型（耐震診断）

Ｇ棟 5 40
63.00㎡

63.60㎡
中耐 S53 1978 △ × Ｒ３ 防水改修 〇 〇 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善 個別改善

長寿命化型（給水管改修）、居住性

向上型（増圧給水ポンプ改修）、安
全性確保型（耐震診断）

Ｈ棟 5 40 63.00㎡ 中耐 S54 1979 △ × Ｒ３ 防水改修 〇 〇 〇 △ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善 個別改善 安全性確保型（耐震診断）

古仁屋中心部 古見田原 Ｓ棟 5 30
74.90㎡

53.14㎡
1,857 中耐 S59 1984 △ × Ｒ１ 外壁・防水改修 〇 ○ × △ 〇

継続管理について判

断留保
△ ○ 非該当 ○ × ○ × ○ 改善が必要 改善し当面維持管理 個別改善 長寿命化型（給水管改修）

古仁屋周辺部 油井 1 1 2 30.08㎡ 148 簡平 S37 1962 × × － － × × × △ 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

古仁屋周辺部 清水 1 2 5 44.10㎡ 501 簡２ S48 1973 × × － － × × × △ 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 ○ × △ × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

古仁屋周辺部 嘉徳 1 1 2 30.08㎡ 288 簡平 S37 1962 × × － － × × × 〇 △
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

西方地域 久慈 1 1 2 30.08㎡ 221 簡平 S37 1962 × × － － × × × 〇 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

与路・請島地域 池地 1 2 2 44.10㎡ 320 簡２ S48 1973 × × － － × × × 〇 △
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 ○ × △ × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

与路・請島地域 与路 1 2 2 44.10㎡ 312 簡２ S48 1973 × × － － × × × 〇 △
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 ○ × △ × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

２次判定 ３次判定
居住性

敷地形状が南北に細長く高度利用

が図りにくいなどの理由から、より
安全な場所での非現地建替とする

居住性向上型（増圧給水ポンプ改

修）、安全性確保型（耐震診断）

長寿命化型（給水管改修）

計画期間内に築後20年を経過
する

耐用年限を経過し老朽化が進
行。空き家率が高く、需要面か

ら用途廃止と仮設定

長寿命化型（給水管改修）、安全性

確保型（耐震診断）

長寿命化型（給水管改修）

敷地形状が狭小で高度利用が図り

にくいなどの理由から、より安全な
場所での非現地建替とする

耐用年限を経過しており、前計

画での位置づけも踏まえ建替と
想定

耐用年限を経過しており、前計

画での位置づけも踏まえ建替と
想定

〇

立地（災害危険性）

－ ×

○

耐用年限等の経過状況 躯体・避難の安全性

空き家となった段階で用途廃止とす
る

継続管理

〇

〇
継続管理について
判断留保

○
継続管理について

判断留保

継続管理

4,773

3,181 〇－ － ○ 〇

10,154 ○

〇

〇

〇

地域名 団地名 棟名 階数 戸数
敷地面積
（㎡）

16,004

住戸専
用面積

（㎡）

5,911

1,670

－

2,487 ○

○

－ －
継続管理について

判断留保

継続管理について

判断留保

○ 〇

×

継続管理について

判断留保

継続管理について

判断留保
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  団地別住棟別活用判定一覧表（復興・振興住宅）

住宅の状況 １次判定
構造階数・建設年度 耐用年限等の経過状況 改善履歴（10年未満） 需要 効率性 立地 特記事項 特記事項

構造
階数

建設
年度

建設年度
耐用年限の
経過状況

築後20年
以上の経
過状況

実施
年度

改善内容 空き家率

法定

建替
要件の

適合性

インフラ 土砂災害 津波浸水 判定結果
新耐震
基準

２方向
避難

改善の可能性

居住水準

（住戸面積
40㎡の確

保）

高齢化
対応

設備水準

（浴室設
備）

設備水準
（給湯）

設備水準

（トイレの
水洗化）

改善の必要性 判定結果 事業手法の仮設定 判定結果 その他政策的判断　等

木造
簡平

簡２

中耐
高耐

（和暦） （西暦）

×：耐用年限
　超過

△：上記以外

　耐用年限
１／２経過

○：上記以外

〇：未経過

×：経過
（和暦）

〇：20％未

満

×：20％以
上

○：0.1ha

　以上

×：0.1ha
　未満

〇：土地区
画整理事業

等の都市基

盤整備済み
×：上記以

外

〇：指定無

△：イエロー

×：レッド
（住棟単位）

〇：指定無

△：5ｍ未満

×：5ｍ以上
（敷地単位）

・継続管理

・継続管理につい

て判断留保

〇：56年以

降建設又
は耐震性

あり

×：耐震性
なし

－：判定対
象外

○：問題

　なし

×：問題
　あり

・優先的な対応が
必要（改善可能）

・優先的な対応が

必要（改善不可能）
・非該当

○：40㎡

　以上

×：40㎡
　未満

○：平成

3年以降

×：なし

○：浴室・
浴槽あり

△：浴槽

なし
×：浴室

なし

○：給湯

設備

あり
×：なし

○：水洗

×：汲取り

・改善不要
・改善が必要

・優先的な対応が

必要（改善可能）
・優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する団地

　・維持管理

　・改善

　・建替

　・優先的な改善

　・優先的な建替

当面管理する団地

　・当面維持管理

　・用途廃止

　・改善し当面維持管理

　・優先的に完全し当面

　　維持管理

　・優先的な用途廃止

建替事業量や将来のストック量

を踏まえた事業手法の仮設定

・建替

・用途廃止

・維持管理
・個別改善

集約・再編の可能性、事業費・事業

実施時期等の検討

古仁屋中心部 高丘（復興） 1-2 1 2 31.73㎡ 簡平 S32 1957 × × △ 〇 － － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

3-4 1 2 31.73㎡ 簡平 S32 1957 × × △ 〇 － － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

5-6 1 2 31.73㎡ 簡平 S32 1957 × × △ 〇 － － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

7-8 1 2 31.73㎡ 簡平 S32 1957 × × △ 〇 － － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

9-10 1 2 31.73㎡ 簡平 S32 1957 × × △ 〇 － － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

古仁屋周辺部 須手（振興） 1-2 1 2 37.19㎡ 341 簡平 S39 1964 × × － － × × × △ △
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

古仁屋周辺部 油井（振興） １号棟 1 1 37.19㎡ 235 簡平 S39 1964 × × － － 〇 × × △ 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

西方地域 篠川（振興） １号棟 1 1 37.09㎡ 162 簡平 S39 1964 × × － － × × × △ 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

西方地域 西古見（振興） 1-2 1 2 36.00㎡ 311 簡平 S43 1968 × × － － × × × △ 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

加計呂麻東部地域 秋徳（振興） １号棟 1 1 37.19㎡ 116 簡平 S40 1965 × × － － 〇 × × △ △
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止

加計呂麻西部地域 俵（振興） １号棟 1 1 37.19㎡ 122 簡平 S40 1965 × × － － × × × △ 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 × × × × × 改善が必要 用途廃止 用途廃止
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団地別住棟別活用判定一覧表（定住促進住宅）

住宅の状況 １次判定
構造階数・建設年度 耐用年限等の経過状況 改善履歴（10年未満） 需要 効率性 立地 特記事項 特記事項

構造
階数

建設
年度

建設年度
耐用年限の
経過状況

築後20年
以上の経
過状況

実施
年度

改善内容 空き家率

法定

建替
要件の

適合性

インフラ 土砂災害 津波浸水 判定結果
新耐震
基準

２方向
避難

改善の可能性

居住水準

（住戸面積
40㎡の確

保）

高齢化
対応

設備水準

（浴室設

備）

設備水準
（給湯）

設備水準

（トイレの

水洗化）

改善の必要性 判定結果 事業手法の仮設定 判定結果 その他政策的判断　等

木造

簡平
簡２

中耐
高耐

（和暦） （西暦）

×：耐用年限

　超過
△：上記以外

　耐用年限
１／２経過

○：上記以外

〇：未経過

×：経過
（和暦）

〇：20％未
満

×：20％以
上

○：0.1ha
　以上

×：0.1ha
　未満

〇：土地区

画整理事業
等の都市基

盤整備済み
×：上記以

外

〇：指定無
△：イエロー

×：レッド
（住棟単位）

〇：指定無
△：5ｍ未満

×：5ｍ以上
（敷地単位）

・継続管理
・継続管理につい

て判断留保

〇：56年以

降建設又

は耐震性
あり

×：耐震性
なし

－：判定対
象外

○：問題
　なし

×：問題
　あり

・優先的な対応が

必要（改善可能）
・優先的な対応が

必要（改善不可能）
・非該当

○：40㎡
　以上

×：40㎡
　未満

○：平成
3年以降

×：なし

○：浴室・

浴槽あり
△：浴槽

なし
×：浴室

なし

○：給湯
設備

あり
×：なし

○：水洗

×：汲取り

・改善不要

・改善が必要
・優先的な対応が

必要（改善可能）
・優先的な対応が

必要（改善不可能）

維持管理する団地

　・維持管理

　・改善

　・建替

　・優先的な改善

　・優先的な建替

当面管理する団地

　・当面維持管理

　・用途廃止

　・改善し当面維持管理

　・優先的に完全し当面

　　維持管理

　・優先的な用途廃止

建替事業量や将来のストック量

を踏まえた事業手法の仮設定

・建替
・用途廃止

・維持管理
・個別改善

集約・再編の可能性、事業費・事業

実施時期等の検討

加計呂麻東部地域 秋徳 １号棟 1 1 69.56㎡ 183 木造 H10 1998 △ × － － 〇 × × △ △
継続管理について

判断留保
－ － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理 維持管理

加計呂麻東部地域 伊子茂 １号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H8 1996 △ × △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

２号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H8 1996 △ × △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

３号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H9 1997 △ × △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

４号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H18 2006 △ 〇 △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

加計呂麻東部地域 勝能 １号棟 1 1 69.56㎡ 297 木造 H10 1998 △ × － － 〇 × × △ 〇
継続管理について

判断留保
－ － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理 維持管理

加計呂麻西部地域 俵 １号棟 1 1 69.56㎡ 228 木造 H6 1994 △ × － － 〇 × × 〇 〇
継続管理について判

断留保
－ － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理 維持管理

加計呂麻西部地域 西阿室 １号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H9 1997 △ × 〇 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理

２号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H14 2002 △ 〇 〇 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理

加計呂麻西部地域 瀬相 １号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H11 1999 △ × 〇 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理

２号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H13 2001 △ × 〇 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理

３号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H19 2007 △ 〇 △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理

４号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H20 2008 ○ 〇 △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理

加計呂麻西部地域 薩川 １号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H11 1999 △ × － － × △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理 維持管理

２号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H16 2004 △ 〇 － － × 〇 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 維持管理 維持管理

加計呂麻西部地域 瀬武 １号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H7 1995 △ × － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

２号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H7 1995 △ × － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

与路・請島地域 与路 １号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H12 2000 △ × － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

２号棟 1 1 69.56㎡ 木造 H15 2003 △ 〇 － － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理

与路・請島地域 請阿室 １号棟 1 1 69.56㎡ 298 木造 H12 2000 △ × － － 〇 × × 〇 △
継続管理について

判断留保
－ － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理 維持管理

加計呂麻西部地域 須子茂 １号棟 1 1 69.56㎡ 298 木造 H17 2005 △ 〇 － － 〇 × × 〇 △
継続管理について
判断留保

－ － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理 維持管理

加計呂麻東部地域 於斉 １号棟 1 1 69.56㎡ 298 木造 H22 2010 ○ 〇 － － 〇 × × △ ×
継続管理について
判断留保

－ － 非該当 ○ ○ ○ ○ ○ 改善不要 当面維持管理 維持管理

22

340

２次判定 ３次判定

２次判定 ３次判定

老朽化が進行し、空き家率が高

い住宅も多いことから、用途廃
止を想定する。

居住性

906 〇

585

借上げ住宅であり、将来の需要に

柔軟に対応できることから、維持管
理を想定する。

×

－ ×

継続管理について

判断留保

立地（災害危険性）

△ 〇

継続管理について
判断留保

継続管理について

判断留保

維持管理

維持管理

－

－

地域名 団地名 棟名 階数 戸数
敷地面積
（㎡）

地域名 団地名 棟名 階数 戸数
敷地面積
（㎡）

住戸専

用面積
（㎡）

住戸専

用面積

（㎡）

1,054

維持管理

－ 〇 〇×

維持管理

－

維持管理

継続管理について判

断留保

継続管理について
判断留保

421

空き家となった段階で用途廃止とす

る

×

×

立地（災害危険性）

1,459

－349

継続管理について

判断留保

空き家となった段階で用途廃止とす

る

－ －

－ －

○

×

○

×

－ －
継続管理について

判断留保

躯体の安全性 居住性

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

×

躯体の安全性
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